
 

 

      

      
    

    

   
 

  
 

    
 

   

 

 

　「郷土料理教室」が行われ、坂本中学校２年生１０名、八竜小学校１年生４名が、坂本名物の「ぼたもち」　

　作りに挑戦しました。　

　　子ども達は、蒸してつぶしたからいもともちを混ぜた生地をちぎって、丸めたあんこを包み込み、たく

　さんのぼたもちが、とてもおいしそうに出来上がりました。　

　　初めのうちは、手に生地がくっついてうまく丸められなかったり、きな粉をつけすぎてあんこを包めな

　かったりしましたが、最後の方は穴なく成型できるようになっていました。　　　

　　中学生と小学生が交流しながら、和気あいあいと作った「ぼたもち」は、格別のおいしさだったようです。

　

毎月１１日は『人権を確かめ合う日』です。

　～電話による相談はこちらへ～

　　《問い合わせ》

　　地域振興課　市民福祉係

　　　☎ ４５－２２１２

坂本PA下り工事用道路開通式開催
　　　３月１日（土）、国土交通省

　　九州整備局八代復興事務所主催で

　　坂本住民自治協議会や地元住民を

　　招いて、坂本PA下り工事用道路の

　　開通式が行われました。　

　　　朝８時から開通になると、早速

　　大型トラックや地元車が通行を開　

　　始しました。

鎌瀬橋アーチ閉合実施
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３月２日（日）、国土交通省九州地方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備局八代復興事務所主催のもと、地元 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   住民を招いて、鎌瀬橋アーチ部閉合が行

                                 　　　　　　　　　　　　   われました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日は、施工方法の説明が行われ、橋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の両端から設置されてきたアーチ部の高

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さ３２ｍの箇所に最後の１つが設置され 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アーチ部完成の様子を見学しました。 

地域の方に学ぶ郷土料理「ぼたもち」
　　３月１１日（火）、坂本中学校において、坂本町生活研究グループ連絡協議会の会員2名を講師に招き、　

令和７年度 坂本支所管内狂犬病集合注射のお知らせ

　下記の日程で、狂犬病の集合注射を行ないます。

　　　　　注射接種をお勧めします。

月日 月日

4月16日
(水)

4月18日
(金)

※災害復旧工事に伴い、例年の接種会場を一部　　　　
　　変更しています。

●集合注射料金１頭につき　3,300円

4月17日
(木)

（内訳）狂犬病予防注射料金 … 2,800円

　　　　注射済票交付手数料 …   500円

　　地域振興課　市民福祉係　☎ ４５－２２１２

　　　　　　日常生活の困りごとについて相談しませんか？
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　　注意事項

　　　●　開始直後は大変込み合う場合があります。

　　　　　注射会場での犬の行動は、連れてきた方の責任となりますので、

　　　　　必ず犬を制御できる方が連れて来て下さい。

　　　●　持参するもの

　　　　　 ・申請書 (同封の問診票を事前に記入して下さい)

　　　　　　・注射料金　3,300円 (新規登録の場合　別途 3,000円)

　　　●　犬の体調が悪かったり、都合が合わなかったりした場合、無理をせず、動物病院での

予定時間 会　場 予定時間 会　場

 9:00～ 9:05 古田公民館前  9:00～ 9:10 大平（三叉路付近）

 9:10～ 9:15 西部地区多目的集会施設  9:20～ 9:30 下片岩公民館横空地

 9:35～ 9:40 平野（二俣橋付近）  9:35～ 10:00 坂本支所駐車場 ※

10:00～10:10 今泉（松泉閣下広場）

10:15～10:20 原女木公民館前

10:30～10:40 青少年センター（プール横広場）

10:50～10:55 木々子公民館前

 9:00～ 9:10 藤本五社神社入り口付近

 9:20～ 9:30 佐瀬野公民館前

 9:40～ 9:50 寺前瀬（ＪＡ坂本支所前）

10:00～10:10 久多良木地区多目的集会施設

10:15～10:25 山口公民館前 《問い合わせ》

10:40～10:50 鶴喰地区生活改善センター

  国の委嘱を受けた行政相談委員がお話を伺い、解決へのお手伝いをいたします。

　相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽にご相談ください。

　　◆期　　 　日　　偶数月の第２金曜日（右表参照）

　　◆時　　 　間　　午前１０時～午後３時

　　◆場　　 　所　　坂本支所仮設庁舎　会議室

　　◆行 政 相 談　　行政相談委員　森上 幸久 氏

　　　総務省行政相談センター　 　☎０５７０‐０９０１１０

【令和７年度開設予定日】

・ ４月１１日（金）

・ ６月１３日（金）

・ ８月 ８日（金）

・１０月１０日（金）

・１２月１２日（金）

・ ２月１３日（金）

～次回の行政相談会のお知らせ～
と き ： 令和７年４月１１日（金）

時 間 ： 午前１０時～午後３時

場 所 ： 坂本支所仮設庁舎 会議室

行政相談 ： 行政相談委員 森上 幸久 氏


